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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板上に、剥離層を形成し、
　前記剥離層上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上にｐ型の不純物領域の半導体層を有する第１の薄膜トランジスタと
ｎ型の不純物領域の半導体層を有する第２の薄膜トランジスタとを形成し、
　前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタとの上に第２の絶縁膜を形
成し、
　前記第１の絶縁膜と前記第２の絶縁膜との一部を開口し第１の開口領域を形成し、
　前記第１の開口領域に、前記剥離層に接するように、前記第１の薄膜トランジスタの半
導体層の不純物領域と前記第２の薄膜トランジスタの半導体層の不純物領域とに電気的に
接続される導電膜を形成し、
　前記導電膜上に第３の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜と前記第２の絶縁膜と前記第３の絶縁膜との一部を開口し第２の開口
領域を形成し、
　前記第３の絶縁膜上に前記第２の開口領域に合わせて複数の穴が設けられた第２の基板
を貼り合わせ、
　前記複数の穴を介して、前記第２の開口領域にエッチング剤を導入し、前記剥離層をエ
ッチングし前記第１の基板を剥離することにより、前記導電膜を露出させ、
　前記第２の基板が接するようにローラ上に設置し、
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　前記ローラを回転させ、前記露出された導電膜にプローブ針を接触させて検査を行い、
接着面を備えるベルトコンベアと前記第１の絶縁膜と前記導電膜とを接着し、前記第２の
基板を剥離することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　第１の基板上に、剥離層を形成し、
　前記剥離層上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上にｐ型の不純物領域の半導体層を有する第１の薄膜トランジスタと
ｎ型の不純物領域の半導体層を有する第２の薄膜トランジスタとを形成し、
　前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタとの上に第２の絶縁膜を形
成し、
　前記第１の絶縁膜と前記第２の絶縁膜との一部を開口し、
　前記開口された領域に、前記剥離層に接するように、前記第１の薄膜トランジスタの半
導体層の不純物領域と前記第２の薄膜トランジスタの半導体層の不純物領域とに電気的に
接続される導電膜を形成し、
　前記導電膜上に第３の絶縁膜を形成し、
　前記第３の絶縁膜上に第２の基板を貼り合わせ、
　前記剥離層に対して加熱処理を行い、物理的手段を用いて前記第１の基板を剥離するこ
とにより、前記導電膜を露出させ、
　前記第２の基板が接するようにローラ上に設置し、
　前記ローラを回転させ、前記露出された導電膜にプローブ針を接触させて検査を行い、
接着面を備えるベルトコンベアと前記第１の絶縁膜と前記導電膜とを接着し、前記第２の
基板を剥離することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　第１の基板上に、剥離層を形成し、
　前記剥離層上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上にｐ型の不純物領域の半導体層を有する第１の薄膜トランジスタと
ｎ型の不純物領域の半導体層を有する第２の薄膜トランジスタとを形成し、
　前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタとの上に第２の絶縁膜を形
成し、
　前記第１の絶縁膜と前記第２の絶縁膜との一部を開口し第１の開口領域を形成し、
　前記第１の開口領域に、前記剥離層に接するように、前記第１の薄膜トランジスタの半
導体層の不純物領域と前記第２の薄膜トランジスタの半導体層の不純物領域とに電気的に
接続される導電膜を形成し、
　前記導電膜上に第３の絶縁膜を形成し、
　前記第３の絶縁膜の一部を開口し、コンタクトホールを形成し、
　前記コンタクトホールを介して、前記第３の絶縁膜上に前記第１の薄膜トランジスタま
たは前記第２のトランジスタと電気的に接続するアンテナを形成し、
　前記アンテナ上に第４の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜と前記第２の絶縁膜と前記第３の絶縁膜と前記第４の絶縁膜との一部
を開口し第２の開口領域を形成し、
　前記第３の絶縁膜上に前記第２の開口領域に合わせて複数の穴が設けられた第２の基板
を貼り合わせ、
　前記複数の穴を介して、前記第２の開口領域にエッチング剤を導入し、前記剥離層をエ
ッチングし前記第１の基板を剥離することにより、前記導電膜を露出させ、
　前記第２の基板が接するようにローラ上に設置し、
　前記ローラを回転させ、前記露出された導電膜にプローブ針を接触させて検査を行い、
接着面を備えるベルトコンベアと前記第１の絶縁膜と前記導電膜とを接着し、前記第２の
基板を剥離することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　第１の基板上に、剥離層を形成し、
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　前記剥離層上に第１の絶縁膜を形成し、
　前記第１の絶縁膜上にｐ型の不純物領域の半導体層を有する第１の薄膜トランジスタと
ｎ型の不純物領域の半導体層を有する第２の薄膜トランジスタとを形成し、
　前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタとの上に第２の絶縁膜を形
成し、
　前記第１の絶縁膜と前記第２の絶縁膜との一部を開口し、
　前記開口された領域に、前記剥離層に接するように、前記第１の薄膜トランジスタの半
導体層の不純物領域と前記第２の薄膜トランジスタの半導体層の不純物領域とに電気的に
接続される導電膜を形成し、
　前記導電膜上に第３の絶縁膜を形成し、
　前記第３の絶縁膜の一部を開口し、コンタクトホールを形成し、
　前記コンタクトホールを介して、前記第３の絶縁膜上に前記第１の薄膜トランジスタま
たは前記第２のトランジスタと電気的に接続するアンテナを形成し、
　前記アンテナ上に第４の絶縁膜を形成し、
　前記第４の絶縁膜上に第２の基板を貼り合わせ、
　前記剥離層に対して加熱処理を行い、物理的手段を用いて前記第１の基板を剥離するこ
とにより、前記導電膜を露出させ、
　前記第２の基板が接するようにローラ上に設置し、
　前記ローラを回転させ、前記露出された導電膜にプローブ針を接触させて検査を行い、
接着面を備えるベルトコンベアと前記第１の絶縁膜と前記導電膜とを接着し、前記第２の
基板を剥離することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、接触式の検査を行う方法、そのための半導体装置の構造、及びその作製方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
現状のＩＣカードは、その表面に接触端子が設けられた接触式ＩＣカード、ＩＣチップの
接続端子を、ある基材上に配置したアンテナの接続端子と接続し、電磁波によりリーダ／
ライタとの通信を行う非接触式ＩＣカード、それらを兼ねたハイブリッド式ＩＣカードに
分類される。
非接触式ＩＣカードは、アンテナを有しており、それを介してリーダ／ライタと無線通信
を可能としている。特に非接触式ＩＣカードは、リーダ／ライタとの通信距離により、密
着型、近接型、近傍型、マイクロ波型に分類される（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－７６９６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
上記特許文献１に記載のＩＣカードに実装されるＩＣチップは、シリコンウェハから形成
されている。そのため、薄型状商品に実装する場合、凹凸が生じてしまった。
【０００４】
またこのようなチップの不良検査では、アンテナを実装している場合、接触式の検査を行
うことが難しかった。これはチップが完成すると、チップ表面には端子が露出していない
からである。接触式の検査は、非接触式と比べて、精度が高く、検査装置も簡便なもので
あるため、使用することが望まれていた。
【０００５】
そこで本発明は、不良を検査しやすくするため、接触式検査方法を提供し、そのための新
たな構成であり、非常に薄型のチップ、及び該チップの作製方法を提供することを課題と
する。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題を鑑み本発明は、基板上に薄膜半導体膜及び配線を有するチップを形成し、該基
板を剥離すると、配線の一部が露出され、該配線に対して接触式の検査をおこなうことを
特徴とする。またそのためのチップの新たな構造やその作製方法を特徴とする。
【０００７】
なお本発明の新たな構成を有するチップを半導体装置と呼ぶ。半導体装置とは、半導体特
性を利用した装置全般を指す。
【０００８】
具体的な本発明の構成は、基板上に、剥離層を介して半導体膜を形成し、半導体膜上に絶
縁膜を形成し、絶縁膜の一部を開口し、開口された領域に、剥離層に接するように、配線
を形成し、剥離層に対して加熱処理を行い、基板を剥離することにより、配線を露出させ
ることを特徴とする半導体装置の作製方法である。
【０００９】
別の本発明の構成は、基板上に、剥離層を介して半導体膜を形成し、半導体膜上に絶縁膜
を形成し、絶縁膜の一部を開口し、開口された領域に、剥離層に接するように、配線を形
成し、絶縁膜の一部に溝を形成して、剥離層を露出させ、溝にエッチング剤を導入して剥
離層を除去することにより、配線を露出させることを特徴とする半導体装置の作製方法で
ある。
【００１０】
別の本発明の構成は、基板上に、剥離層を介して半導体膜を形成し、半導体膜上に絶縁膜
を形成し、絶縁膜の一部を開口し、開口された領域に、剥離層に接するように、配線を形
成し、剥離層に対して加熱処理を行い、基板を剥離することにより、配線を露出させ、露
出された配線にプローブ針を接触させて検査を行うことを特徴とする半導体装置の検査方
法である。
【００１１】
別の本発明の構成は、基板上に、剥離層を介して半導体膜を形成し、半導体膜上に絶縁膜
を形成し、絶縁膜の一部を開口し、開口された領域に、剥離層に接するように、配線を形
成し、絶縁膜の一部に溝を形成して、剥離層を露出させ、溝にエッチング剤を導入して剥
離層を除去することにより、配線を露出させ、露出された配線にプローブ針を接触させて
検査を行うことを特徴とする半導体装置の検査方法である。
【００１２】
別の本発明の構成は、基板上に設けられた半導体膜と、半導体膜が有する不純物領域と、
半導体膜上に設けられた絶縁膜と、絶縁膜の開口領域に設けられた、不純物領域に接続さ
れる配線と、を有し、配線は、半導体膜より下の領域まで設けられていることを特徴とす
る半導体装置である。
【００１３】
本発明の半導体装置は、通信方法により、接触型と、非接触型に分けることができる。接
触型の場合、端子を介して、情報を送受信する装置と通信する。そのため、接触型の場合
、アンテナを実装する必要はない。このような接触型の半導体装置の用途は、カード、集
積回路（ＬＳＩ）、メモリ等がある。
【００１４】
また非接触型の場合、無線を用いて、情報を送受信する装置と通信する。そのため、非接
触型の場合、アンテナを実装する必要がある。このような、無線により通信するものを無
線チップともいう。無線チップの用途は、個体の識別に用いる無線タグ、記憶装置として
の無線メモリ、医療に用いる医療用無線チップ等がある。
【発明の効果】
【００１５】
本発明のチップにおいて、基板を剥離すると、配線が露出される。そこで、プローブ針を
用いて、無線チップの検査を行うことができる。接触式の検査は、非接触式と比べて、精
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度が高く、検査装置も簡便なものであるため好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。但し、本発明は多くの異なる態
様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形
態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実施
の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、実施の形態を説明するため
の全図において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り
返しの説明は省略する。
【００１７】
　（実施の形態１）
本実施の形態では、物理的手段を用いた剥離法によって、チップを作製する工程について
説明する。
【００１８】
まず図１（Ａ）に示すように第１の基板１０を代表とする絶縁表面上に、剥離層として、
金属膜１１を形成する。なお、第１の基板１０は後の剥離工程に耐えうる剛性を有してい
ればよく、例えばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス
基板、石英基板等が挙げられる。またその他基板としては、ポリエチレン-テレフタレー
ト（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ
）に代表されるプラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板が挙
げられる。また、ステンレスなどの金属または半導体基板などの表面に酸化珪素や窒化珪
素などの絶縁膜を形成した基板なども用いることができる。
【００１９】
金属膜としては、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｎｄ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｚｒ、Ｚｎ、Ｒｕ、Ｒｈ、
Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒから選ばれた元素または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合
物材料からなる単層、或いはこれらの積層を用いることができる。金属膜は、金属をター
ゲットして用いるスパッタリング法を用いて作製することができる。なお金属膜の膜厚は
、１０ｎｍ～２００ｎｍ、好ましくは５０ｎｍ～７５ｎｍとする。
【００２０】
なお金属膜１１に、窒素や酸素等の元素を添加してもよい。例えば、金属膜１１に窒素や
酸素をイオン注入して形成することができる。また、金属膜１１の代わりに、窒化された
金属膜、つまり窒化金属膜を用いても構わない。例えば、成膜室を窒素や酸素雰囲気とし
、金属をターゲットして用いるスパッタリング法により、窒化金属膜を形成することがで
きる。また、ターゲットとして窒化金属を用いて、窒化金属膜を形成することができる。
【００２１】
このとき、金属膜に上記金属の合金（例えば、ＷとＭｏとの合金：ＷxＭｏ(1-x)）を用い
る場合、成膜室内に第１の金属（Ｗ）及び第２の金属（Ｍｏ）といった複数のターゲット
を配置して、金属の合金を形成することができる。または、第１の金属（Ｗ）と第２の金
属（Ｍｏ）との合金のターゲットを配置して形成することもできる。
【００２２】
このように形成される金属膜により、後の剥離工程の条件を決定することができる。例え
ば、金属の合金を用いた場合、合金の各金属の組成比を制御することにより、加熱処理の
温度、更には加熱処理の要否を制御することができる。このようにして、プロセスマージ
ンを広げることができる。
【００２３】
その後、金属膜１１上に被剥離層を形成する。この被剥離層は金属膜１１上の膜、酸化膜
１２から上に設けられる膜を合わせて指す。
【００２４】
酸化膜１２は、スパッタリング法やＣＶＤ法により酸化珪素膜、窒化珪素膜、窒素を有す
る酸化珪素膜等を形成すればよい。なお酸化膜１２の膜厚は、金属膜１１の約２倍以上で
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あることが望ましい。ここでは、シリコンターゲットを用いたスパッタリング法により、
酸化珪素膜を１５０ｎｍ～２００ｎｍの膜厚として形成する。
【００２５】
なお本発明において、酸化膜１２を形成するときに、金属膜１１上に当該金属を有する金
属酸化物１３が形成される（図中点線で記載する）。金属酸化物１３の膜厚は、０．１ｎ
ｍ～１μｍ、好ましくは０．１ｎｍ～１００ｎｍ、更に好ましくは０．１ｎｍ～５ｎｍと
なるように形成すればよい。金属酸化物１３は剥離層として機能する。
【００２６】
また上記以外の金属酸化物１３の作製方法は、硫酸、塩酸或いは硝酸を有する水溶液、硫
酸、塩酸或いは硝酸と過酸化水素水とを混同させた水溶液又はオゾン水で処理することに
よって、薄い酸化膜が形成されるときに作製することができる。更に他の方法としては、
酸素雰囲気中でのプラズマ処理や、酸素含有雰囲気中で紫外線照射することによりオゾン
を発生させて酸化処理を行ったり、クリーンオーブンを用い２００～３５０℃程度に加熱
して薄い酸化膜を形成するときに作製することもできる。
【００２７】
また酸化膜１２上に、金属膜１１や基板１０からの不純物やゴミの侵入を防ぐため酸化珪
素膜、窒化珪素膜、窒素を有する酸化珪素膜等の絶縁膜を、下地膜として設けると好まし
い。本実施の形態では、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）５５、酸素を有する窒化珪
素膜（ＳｉＮＯ）５６、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）５７を順に積層して、下地
膜とする。なおこれら絶縁膜は連続性膜することが可能であり、その場合、界面が明確と
ならないこともある。そのため、図中では界面を点線で示す。
【００２８】
その後図１（Ｂ）に示すように、半導体膜を形成し、所定の形状にパターニング（加工）
する。半導体膜は、４０ｎｍ～１７０ｎｍの膜厚を有し、非常に薄型である。また半導体
膜は、珪素を有する、又はゲルマニウムを有する材料から形成することができる。また半
導体膜は、非晶質半導体、非晶質状態と結晶状態とが混在したセミアモルファス半導体（
ＳＡＳとも表記する）、及び結晶性半導体のいずれの状態を有してもよい。なおＳＡＳは
、非晶質半導体中に０．５ｎｍ～２０ｎｍの結晶粒を観察することができる微結晶半導体
が含まれる。
【００２９】
本実施の形態では、非晶質半導体膜を形成し、加熱処理により結晶化された結晶性半導体
膜を形成する。加熱処理とは、加熱炉、レーザー照射、若しくはレーザー光の代わりにラ
ンプから発する光の照射（以下、ランプアニールと表記する）、又はそれらを組み合わせ
て用いることができる。
【００３０】
レーザー照射を用いる場合、連続発振型のレーザビーム（ＣＷレーザビーム）やパルス発
振型のレーザビーム（パルスレーザビーム）を用いることができる。レーザビームとして
は、Ａｒレーザー、Ｋｒレーザー、エキシマレーザ、ＹＡＧレーザー、Ｙ2Ｏ3レーザー、
ＹＶＯ4レーザー、ＹＬＦレーザー、ＹＡｌＯ3レーザー、ガラスレーザ、ルビーレーザ、
アレキサンドライドレーザ、Ｔｉ：サファイヤレーザ、銅蒸気レーザーまたは金蒸気レー
ザーのうち一種または複数種から発振されるものを用いることができる。このようなレー
ザビームの基本波、及び当該基本波の第２高調波から第４高調波のレーザビームを照射す
ることで、大粒径の結晶を得ることができる。例えば、Ｎｄ:ＹＶＯ4レーザ（基本波１０
６４ｎｍ）の第２高調波（５３２ｎｍ）や第３高調波（３５５ｎｍ）を用いることができ
る。このときレーザーのエネルギー密度は０．０１～１００ＭＷ／ｃｍ2程度（好ましく
は０．１～１０ＭＷ／ｃｍ2）が必要である。そして、走査速度を１０～２０００ｃｍ／
ｓｅｃ程度として照射する。
【００３１】
なお連続発振の基本波のレーザビームと連続発振の高調波のレーザビームとを照射するよ
うにしてもよいし、連続発振の基本波のレーザビームとパルス発振の高調波のレーザビー
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ムとを照射するようにしてもよい。複数のレーザビームを照射することにより、エネルギ
ーを補うことができる。
【００３２】
またパルス発振型のレーザビームであって、半導体膜がレーザー光によって溶融してから
固化するまでに、次のパルスのレーザー光を照射できるような発振周波数でレーザーを発
振させるレーザビームを用いることもできる。このような周波数でレーザビームを発振さ
せることで、走査方向に向かって連続的に成長した結晶粒を得ることができる。　具体的
なレーザビームの発振周波数は１０ＭＨｚ以上であって、通常用いられている数十Ｈｚ～
数百Ｈｚの周波数帯よりも著しく高い周波数帯を使用する。
【００３３】
なお、希ガスや窒素などの不活性ガス雰囲気中で上記レーザーを照射するようにしてもよ
い。これにより、レーザビームの照射による半導体表面の荒れを抑えたり、平坦性を高め
ることができ、界面準位密度のばらつきによって生じる閾値電圧のばらつきを抑えること
ができる。
【００３４】
またＳｉＨ4とＦ2、又はＳｉＨ4とＨ2を用いて微結晶半導体膜を形成し、その後上記のよ
うなレーザー照射をおこなって結晶化してもよい。
【００３５】
その他の加熱処理として、加熱炉を用いる場合、非晶質半導体膜を５００～５５０℃で２
～２０時間かけて加熱する。このとき、徐々に高温となるように温度を５００～５５０℃
の範囲で多段階に設定するとよい。最初の低温加熱工程により、非晶質半導体膜の水素等
が出てくるため、結晶化の際の膜荒れを低減する、所謂水素だしを行なうことができる。
さらに、結晶化を促進させる金属元素、例えばＮｉを非晶質半導体膜上に設けると、加熱
温度を低減することができ好ましい。さらに加えて上記のようなレーザー照射を行っても
よい。
【００３６】
但し、金属元素を形成する場合、半導体素子の電気特性に悪影響を及ぼすことが懸念され
るので、該金属元素を低減又は除去するためのゲッタリング工程を施す必要が生じる。例
えば、非晶質半導体膜をゲッタリングシンクとして金属元素を捕獲するよう工程を行なえ
ばよい。
【００３７】
また直接被形成面に、結晶性半導体膜を形成してもよい。この場合、ＧｅＦ4、又はＦ2等
のフッ素系ガスと、ＳｉＨ4、又はＳｉ2Ｈ6等のシラン系ガスとを用い、熱又はプラズマ
を利用して直接被形成面に、結晶性半導体膜を形成することができる。このように直接結
晶性半導体膜を形成する場合であって、高温処理が必要となるときは、耐熱性の高い石英
基板を第１の基板１０に用いるとよい。
【００３８】
その後、半導体膜を覆うように、ゲート絶縁膜５８として機能する絶縁膜を形成する。絶
縁膜には、酸化珪素膜、窒化珪素膜、窒素を有する酸化珪素膜等を用いることができる。
【００３９】
ゲート絶縁膜５８を介して、半導体膜上にゲート電極６２、６４として機能する導電膜を
形成する。導電膜は、単層構造であっても、積層構造であってもよく、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉ、
Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化
合物材料で形成することができる。本実施の形態では、第１の導電膜１８、２０として膜
厚が１０～５０ｎｍ、例えば３０ｎｍの窒化タンタル膜を形成し、第２の導電膜１９、２
１として膜厚２００～４００ｎｍ、例えば３７０ｎｍのタングステン膜を順次形成する。
【００４０】
その後、ゲート電極６２、６４の側面に絶縁物を形成し、サイドウォールとして機能させ
る。サイドウォールにより、不純物形成領域の有無やその大きさ、さらにその不純物濃度
を制御することができる。不純物領域の大きさ、チャネル形成領域が微細化するにつれ短
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チャネル効果を防ぐことができる。本実施の形態では、第１の半導体膜は、サイドウォー
ル下方に形成される低濃度不純物領域及び高濃度不純物領域を有し、第２の半導体膜は高
濃度不純物領域のみを有する構成とする。低濃度不純物領域を有し、該低濃度不純物領域
がゲート電極と重ならない構造をＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）構
造といい、高濃度不純物領域のみを有する構造をシングルドレイン構造と表記する。また
低濃度不純物領域がゲート電極を重なる場合、その構造をＧＯＬＤ（Ｇａｔｅ－ｄｒａｉ
ｎ　Ｏｖｅｒｌａｐｐｅｄ　ＬＤＤ）構造を表記する。
【００４１】
その後、半導体膜、ゲート電極６２、６４、ゲート絶縁膜５８等を覆って、絶縁膜を形成
する。絶縁膜は無機材料、又は有機材料から形成することができ、単層構造であっても、
積層構造であってもよい。積層構造を用いる場合、無機材料を積層したり、有機材料を積
層することができる。また無機材料と有機材料とを積層してもよく、有機材料を用いて平
坦性を高め、無機材料により不純物の侵入を防ぐことができる。有機材料としては、ポリ
イミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジスト又はベンゾシクロブテン、
シロキサン、ポリシラザンを用いることができる。シロキサンは、シリコン（Ｓｉ）と酸
素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される。置換基として、少なくとも水素を含む有機基
（例えばアルキル基、芳香族炭化水素）が用いられる。置換基として、フルオロ基を用い
てもよい。または置換基として、少なくとも水素を含む有機基と、フルオロ基とを用いて
もよい。またポリシラザンとは、珪素（Ｓｉ）と窒素（Ｎ）の結合を有するポリマー材料
を含む液体材料を出発原料として形成される絶縁膜である。
【００４２】
本実施の形態では、プラズマＣＶＤ法を用いた連続成膜により、窒素を有する酸化珪素膜
（ＳｉＯＮ）５９、酸素を有する窒化珪素膜（ＳｉＮＯ）６０、窒素を有する酸化珪素膜
（ＳｉＯＮ）６１を順に積層して、下地膜とする。このように窒素を有する絶縁膜を用い
ると、不純物汚染を防止することができる。なお本実施の形態では、ＳｉＯＮ５９を形成
した後、加熱処理（例えば４００～５７０℃、具体的には５５０℃で４時間）を行い、Ｓ
ｉＮＯ６０、ＳｉＯＮ６１を順に形成する。
【００４３】
その後、４００℃～５００℃、例えば４１０℃で１時間の加熱処理を行い、絶縁膜５９、
６０、６１が有する水素を拡散し、半導体膜中のタングリングボンドを低減させる。この
加熱処理により、金属酸化物１３の状態に変化が生じることがある。その結果、第１の基
板の剥離を簡便に行わせることができうる。
【００４４】
なお本実施の形態では、半導体膜を有する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いる場合で説
明したが、シリコンウェハを用いたトランジスタ、有機ＴＦＴ、薄膜ダイオード、シリコ
ンのＰＩＮ接合からなる光電変換素子等を形成してもよい。
【００４５】
その後図１（Ｃ）に示すように、不純物領域に配線を接続するための開口領域を形成する
。本発明では、開口領域の一部を、金属膜１１が露出するように、または露出する直前で
止めるように形成することを特徴とする。
このような開口領域は、ドライエッチング法、ウェットエッチング法、レーザー照射によ
り形成することができる。例えば、ウェットエッチング法を用いる場合、フッ酸系のエッ
チャントを用いて、開口領域を形成することができる。
【００４６】
次いで、図１（Ｄ）に示すように、配線６６として機能する導電膜を形成する。導電膜は
、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）も
しくはシリコン（Ｓｉ）の元素からなる膜又はこれらの元素を用いた合金膜を用いればよ
い。本実施の形態では、チタン膜／アルミニウム－シリコン合金膜／チタン膜（Ｔｉ/Ａ
ｌ－Ｓｉ/Ｔｉ）をそれぞれ積層したのち、所望の形状にパターニング及びエッチングし
て配線６６を形成する。このとき、配線６６の膜厚は、段切れしないように、開口領域の
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深さを考慮して決めることができる。また配線６６を形成後、加熱処理を行い、金属酸化
物の状態に変化を与えてもよい。本実施の形態では、３５０℃で１時間の加熱処理を行う
。
【００４７】
このように配線６６まで形成された状態を薄膜トランジスタとし、本実施の形態ではｎ型
の薄膜トランジスタ３６、ｐ型の薄膜トランジスタ３７を形成する。このような薄膜トラ
ンジスタにより、チップが有する論理回路等を作製することができる。チップが有する論
理回路等は、昇圧電源回路、復調回路、変調回路、メモリインターフェース、メモリが挙
げられる。無線通信を可能とする無線チップの場合、加えてアンテナ回路を有する。
【００４８】
次いで図１（Ｅ）に示すように、配線６６を覆って、絶縁膜６７を形成する。絶縁膜は、
単層構造であっても、積層構造であってもよく、無機材料、又は有機材料、若しくは無機
材料と有機材料との積層構造から形成することができる。有機材料としては、ポリイミド
、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジスト又はベンゾシクロブテン、シロキ
サン、ポリシラザンを用いることができる。本実施の形態ではシロキサンを用いて、絶縁
膜６７を形成する。
【００４９】
その後、絶縁膜６７に開口部を形成し、配線６６と接続される導電膜６８を形成する。導
電膜６８はその一部をアンテナとして用いることができる。アンテナとなる導電膜は、ス
パッタリング法等に加えて、スクリーン印刷法、液滴吐出法等のフォトリソグラフィー法
を不要とする方法で作製することができる。また導電膜６８の材料は、アルミニウム（Ａ
ｌ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）もしくはシリコン（Ｓ
ｉ）の元素からなる膜又はこれらの元素を用いた合金膜を用いればよい。このようにアン
テナを形成し、無線通信を可能とした無線チップを形成することができる。
【００５０】
以上のように形成された酸化膜１２より上に設けられた膜をあわせて、被剥離層６９とな
る。
【００５１】
この段階で、金属酸化物１３の状態に変化を与えるため、加熱処理を行ってもよいが、有
機材料からなる絶縁膜や、配線材料の耐熱性を考慮する必要がある。なお本実施の形態で
は、絶縁膜５９、６０、６１を形成後の加熱処理により、金属酸化物１３の状態に変化を
与えることができる。
【００５２】
なお加熱処理は、半導体装置の作製と兼用させて工程数を低減させてもよい。例えば、非
晶質半導体膜を結晶化させるための、加熱炉やレーザー照射を用いて、結晶性半導体膜を
形成すると同時に、金属酸化物１３への変化を生じさせることもできる。
【００５３】
また図２（Ａ）に示すように、被剥離層６９に、第１の接着機能を有する材料（接着剤）
７０を用いて第２の基板７１を固定する。
【００５４】
人間の手等によって、剥離する場合、第２の基板７１は第１の基板１０よりも剛性の高い
基板を用いることが好ましい。またローラ等の装置を用いて、力を加えて剥離する場合、
第２の基板７１は、ローラに巻くことができる柔軟性を有する基板が好ましい。
【００５５】
第１の接着剤７０は、ある処理によって接着性が低くなり、剥離可能な接着剤、例えば紫
外線により接着性が低くなり剥離することが可能な紫外線剥離型接着剤、熱により接着性
が低くなり剥離することが可能な熱剥離型接着剤、水により粘着性が低くなり剥離するこ
とが可能な水溶性接着剤を用いることができる。具体的な材料として、エポキシ樹脂、ア
クリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、シリコン
樹脂等の樹脂材料を用いることができる。また、ベンゾシクロブテン、パリレン、フレア
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、ポリイミドなどの有機材料、シロキサン系ポリマー等の重合によってできた化合物材料
、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む組成物材料等の絶縁膜が挙げられる。そし
て、上記粘着剤のいずれかを有する両面テープ、又は上記粘着剤のいずれかを有するフィ
ルム（例えばホットメルトフィルム）を使用することができる。
【００５６】
第２の基板７１には、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエーテルスルフォン、ポ
リエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のプラスチック基板、ポリテト
ラフルオロエチレン基板又はセラミック基板等の膜厚の薄い基板や可撓性のある（フレキ
シブルな）基板（以下、このような基板をフィルム基板と表記する）を用いることができ
る。
【００５７】
なお金属酸化物１３の状態に変化を与えるための加熱処理は、第２の基板７１を固定した
後に行っても構わない。有機材料からなる絶縁膜や、配線材料の耐熱性を考慮する必要が
ある。
【００５８】
上記した接着剤材料は、保護膜としての機能も奏することができる。そのため、被剥離層
６９の側面に、接着剤材料を設けてもよい。
【００５９】
このような状態で、第１の基板１０を、物理的手段を用いて剥離する。物理的手段とは、
ローラの回転、人間の手、ノズルから吹付けられるガスの風圧、超音波等の比較的小さな
力で引き剥がす手段が挙げられる。本実施の形態では、ローラの回転により第１の基板１
０及び第２の基板７１間に力を加えて、剥離する。
【００６０】
このとき金属酸化物の層内、又は金属酸化物の両面、つまり金属酸化物１３と金属膜１１
との界面或いは酸化膜１２と金属酸化物１３との界面で剥がれる。こうして、被剥離層６
９を、第１の基板１０から剥離することができる。
【００６１】
このように高温プロセスは第１の基板１０を用いて行い、その後第２の基板７１に転置す
ることにより、耐熱性の低い基板材料を第２の基板７１に用いることができる。
【００６２】
このとき、第１の基板１０、及び第２の基板７１のいずれか、又は両者の外側に補助基板
を設けた後、剥離してもよい。補助基板により、剥離を簡便なものとすることができる。
補助基板としては、例えば石英基板を用いることができる。
【００６３】
補助基板を設ける場合、第２の基板７１の材料のうち、強度の弱いフィルム基板を用いや
すい。
【００６４】
なお本発明は、必ずしも第２の基板が必要にならない。例えば、絶縁膜７０を形成した後
、第２の基板７１を貼り合わせることなく、第１の基板を剥離することができる。
【００６５】
次いで図２（Ｂ）に示すように、第１の基板１０を剥離すると、配線６６が露出される。
すなわち、配線６６は半導体膜や下地膜より下の領域まで設けられているため、露出する
ことができる。そこで、プローブ針８０を用いて、チップ、具体的には論理回路等の検査
を行うことができる。このとき、金属酸化物１３は、配線６６とプローブ針８０とが接触
できる程度で点在していれば、問題とならない。また本発明は、配線が露出することを特
徴としており必ずしもプローブ針を用いて検査を行う必要はない。例えば、露出した配線
に、検査装置に接続されたＦＰＣ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ
）を貼って検査を行っても構わない。
【００６６】
チップが完成すると、表面に配線が露出されない構成となる。例えば、図２（Ｃ）に示す
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ように、チップはラミネート（貼り合わせ）加工されるため、表面に配線が露出されない
。そのため、接触式の検査を行うことが難しかった。しかし、本発明のように開口領域６
５に配線６６を形成することにより、第１の基板１０を剥離すると、配線６６を露出する
ことができ、このときチップに対して接触式の検査を行うことができる。接触式の検査は
、非接触式と比べて、精度が高く、検査装置も簡便なものであるため好ましい。
【００６７】
その後、チップを所望の形状に分断し、図２（Ｃ）に示すように、貼り合わせ加工を施し
、両面を樹脂フィルム８１で覆い、チップ完成させる。
【００６８】
なお、チップの作製方法は上記に限定されず、さらに第３の基板へ転置してもよい。例え
ば、図３（Ａ）に示すように、剥離した被剥離層６９を、第２の接着剤７３により転置体
となる第３の基板７２に貼り付ける。第３の基板７２としては、ポリカーボネート、ポリ
アリレート、ポリエーテルスルフォン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレート等のプラスチック基板、ポリテトラフルオロエチレン基板又はセラミック基板等
のフィルム基板を用いることができる。第２の接着剤７３としては、紫外線により接着性
が高くなる紫外線硬化接着剤、熱により粘着性が高くなる熱硬化接着剤を用いることがで
きる。具体的な材料は、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂
、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂等の樹脂材料を用いることができる。また
、ベンゾシクロブテン、パリレン、フレア、ポリイミドなどの有機材料、シロキサン系ポ
リマー等の重合によってできた化合物材料、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む
組成物材料が挙げられる。そして、上記接着剤等のいずれかを有する両面テープを使用す
ることができる。なお、第３の基板７２の表面に接着機能がある場合、第２の接着剤７３
は使用しなくてもよい。
【００６９】
このような接着剤材料を用いて、被剥離層６９の側面まで覆ってもよい。
【００７０】
次いで、第１の接着剤７０を除去し、第２の基板７１を剥がす。第１の接着剤を剥がすた
めに、紫外線照射を照射したり、加熱したり、水洗したりすればよい。また更に、アルゴ
ンガス及び酸素ガスを用いたプラズマクリーニングやベルクリン洗浄を行って、表面をき
れいにすると好ましい。
【００７１】
その後、図３（Ｂ）に示すように、保護膜７４を用いて被剥離層６９を覆う。保護膜７４
としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、メラミン樹
脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂等の樹脂材料を用いることができる。また、ベンゾシク
ロブテン、パリレン、フレア、ポリイミドなどの有機材料、シロキサン系ポリマー等の重
合によってできた化合物材料、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む組成物材料等
を用いて形成してもよい。保護膜７４の形成は、スクリーン印刷法や液滴吐出法によって
形成することができる。
【００７２】
その後好ましくは、図３（Ｃ）に示すように貼り合わせ加工を施し、両面を樹脂フィルム
８１で多い、薄膜トランジスタを有するチップを完成させる。
【００７３】
また完成されたチップにおいて、貼り合わせ加工を施す前に、その側面の周囲に、エポキ
シ樹脂等の有機樹脂を充填してもよい。その結果、チップは、貼り合わせ加工前であって
も、外部から保護され、持ち運びしやすい形態となる。
【００７４】
なお無線チップに本発明を適用する場合、アンテナを一体形成する場合に限定されず、ア
ンテナを外付けして実装してもよい。外付けするアンテナは、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ
）、塩化ビニリデン、塩化ビニル樹脂等の別の基板上にスパッタリング法、スクリーン印
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刷法、液滴吐出法等により形成される。アンテナが形成される基板には、フィルム基板を
用いることができる。そして、配線６６又は導電膜６８にバンプを設け、外付けするアン
テナをバンプに接続すればよい。またさらに、露出された配線を介して、アンテナを外付
けしてもよい。
【００７５】
本発明のチップは、第３の基板７２、つまりフィルム基板上に形成されている。また０．
２μｍ以下、代表的には４０ｎｍ～１７０ｎｍ、好ましくは５０ｎｍ～１５０ｎｍの膜厚
の半導体膜を能動領域として有する。そのため、軽量化、薄型化を高めることができる。
その結果、実装させる商品のデザイン性を損ねることがない。またフレキシブル性に富む
ため、チップの耐衝撃性を高めることができる。また曲面や異形形状な商品にチップを実
装することができる。
【００７６】
なお本実施の形態において、第３の基板７２を転置体とした場合を示したが、これに限定
されない。例えば、第３の基板の代わりに、直接商品へ転置することも可能である。例え
ば、ラベル紙やタグ台紙に直接転置し、チップが実装された商品ラベルやタグを作製する
ことができる。商品ラベルやタグを作製する場合、無線チップを用いると無線通信を用い
て商品管理ができるため好ましい。無線チップを用いたタグを、無線タグと呼ぶ。
【００７７】
このような剥離方法を用いることより、大型基板に多数チップを形成する場合であっても
、全面に剥離でき、歩留まりよく、チップを形成することができる。
【００７８】
なお本発明は、チップ完成前に、接触式の検査を行うことができればよく、チップの作製
方法、特に剥離方法には限定されない。但し本実施の形態のような剥離方法を用いること
により、ＴＦＴ完成後にレーザー照射することがないため、ＴＦＴ等に負荷をかけること
がなく好ましい。また本実施の形態のような剥離方法では、第１の基板１０、第２の基板
等を再利用することができるため好ましい。その結果、更に安価なフィルム基板を使用す
るためコストを抑えたチップを提供することができる。
【００７９】
さらにこのような矩形上の基板からチップを形成する場合、円形のシリコンウェハからチ
ップを取り出す場合と比較して、母体基板形状に制約がない。そのため、チップの生産性
を高め、大量生産を行うことができる。
【００８０】
例えば、直径１２インチのシリコンウェハを用いた場合と、７３０×９２０ｍｍ2のガラ
ス基板を用いた場合とで取り数等を比較する。前者のシリコン基板の面積は約７３０００
ｍｍ2であるが、後者のガラス基板の面積は約６７２０００ｍｍ2であり、ガラス基板はシ
リコン基板の約９．２倍に相当する。後者のガラス基板の面積は約６７２０００ｍｍ2で
は、基板の分断により消費される面積を無視すると、１ｍｍ四方のチップが約６７２００
０個形成できる計算になり、該個数はシリコン基板の約９．２倍の数に相当する。そして
チップの量産化を行なうための設備投資は、７３０×９２０ｍｍ2のガラス基板を用いた
場合の方が直径１２インチのシリコン基板を用いた場合よりも工程数が少なくて済むため
、額を３分の１で済ませることができる。
【００８１】
その結果、チップのコストを削減できる。単価が非常に低いチップは、単価コストの削減
により非常に大きな利益を生むことができる。
【００８２】
また本発明のチップは、シリコンウェハから形成されるチップと比較して、電波吸収の心
配がなく、高感度な信号の受信を行なうことができる。
【００８３】
さらに本発明のチップは、シリコンウェハを有さないため、透光性を有することができる
。その結果、実装品の印字面に実装しても、デザイン性を損ねることがない。
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【００８４】
本発明の無線チップは、アンテナにより電力、又は信号を得ることができる。アンテナが
実装されている本発明の無線チップは、非接触型チップと呼ぶことができる。なお、アン
テナは実装せずに、接続端子を形成した接触型チップ、非接触型及び接触型とを混在した
ハイブリッド型チップがあるが、本実施の形態で示した接触式の検査方法は、非接触型チ
ップ以外の、接触型チップ、及びハイブリッド型チップのいずれにも適用することができ
る。
【００８５】
　（実施の形態２）
本実施の形態では、上記実施の形態と異なる方法により剥離し、チップを作製する工程に
ついて説明する。
【００８６】
図４（Ａ）、図４（Ａ）のｅ－ｆの拡大された断面図を示す図４（Ｂ）に示すように、第
１の基板１０上に、剥離層３０を介して半導体膜を形成する。半導体膜は、４０ｎｍ～１
７０ｎｍの膜厚を有し、非常に薄型である。このような半導体膜を有する薄膜トランジス
タを、上記実施の形態と同様に形成し、配線６６まで形成されたｎ型の薄膜トランジスタ
３６、ｐ型の薄膜トランジスタ３７を作製する。
【００８７】
本発明では、配線６６を形成するための開口領域の一部を、剥離層３０が露出するように
、または露出する直前で止めるように形成することを特徴とする。このような開口領域は
、ドライエッチング法、ウェットエッチング法、レーザー照射により形成することができ
ることは、上記実施の形態と同様である。
【００８８】
また剥離層３０上に形成される下地膜は、酸化珪素（ＳｉＯｘ）、窒化珪素（ＳｉＮｘ）
、酸化窒化珪素（ＳｉＯｘＮｙ）（ｘ＞ｙ）、窒化酸化珪素（ＳｉＮｘＯｙ）（ｘ＞ｙ）
（ｘ、ｙ＝１、２・・・）等の酸素、又は窒素を有する絶縁膜の単層構造、又はこれらの
積層構造を有するとよい。これら下地膜は、後に剥離層３０をエッチングするための材料
に対し、剥離層３０との十分な選択比がとれるため、正確な剥離を行うことができる。
【００８９】
本実施の形態では、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）５５、酸素を有する窒化珪素膜
（ＳｉＮＯ）５６、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）５７を順に積層して下地膜とす
る。
これは、第１の基板１０等からの不純物拡散を考えると、酸素を有する窒化珪素膜（Ｓｉ
ＮＯ）のように窒素含有率の高い絶縁膜を用いると好ましいが、当該ＳｉＮＯは剥離層３
０、や半導体膜との密着性が低いことが懸念される。そこで、密着性を高めるために、Ｓ
ｉＯＮを設けている。
【００９０】
このような薄膜トランジスタ３６、３７により、チップが有する論理回路等を作製するこ
とができる。チップが有する論理回路等は、昇圧電源回路、復調回路、変調回路、メモリ
インターフェース、メモリが挙げられる。無線チップの場合、加えてアンテナ回路がある
。
【００９１】
また配線６６を覆って設けられた絶縁膜６７、絶縁膜６７の開口部に設けられ、配線６６
に接続される導電膜６８も、上記実施の形態と同様に形成する。導電膜６８はアンテナと
して機能することができる。
【００９２】
その後、第１の接着剤であって、保護膜としても機能する絶縁膜７０を形成する。具体的
な材料として、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、メラミ
ン樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂等の樹脂材料を用いることができる。また、ベンゾ
シクロブテン、パリレン、フレア、ポリイミドなどの有機材料、シロキサン系ポリマー等
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の重合によってできた化合物材料、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む組成物材
料が挙げられる。
【００９３】
剥離層３０としては、珪素を有すればよく、その構造は、非晶質半導体、非晶質状態と結
晶状態とが混在したセミアモルファス半導体（ＳＡＳ）、及び結晶性半導体のいずれでも
よい。これらの剥離層３０は、スパッタリング法、又はプラズマＣＶＤ法等によって形成
することができ、その膜厚は、３０ｎｍ～１μｍとすればよく、成膜装置の薄膜形成限界
が許容すれば、３０ｎｍ以下とすることも可能である。また剥離層３０として、実施の形
態１で述べた金属膜を用いることもできる。
【００９４】
また剥離層３０には、リンやボロン等の元素を添加してもよい。さらに加熱等により当該
元素を活性化させてもよい。元素を添加したり、活性化させることにより、剥離層の反応
速度、つまりエッチングレートを改善することができる。
【００９５】
本実施の形態では、剥離層に３０ｎｍ～１μｍ、好ましくは３０ｎｍ～５０ｎｍの膜厚を
有する非晶質珪素膜を用いるが、上述したその他の材料を用いても構わない。
【００９６】
また剥離層３０より上に形成される、半導体膜、絶縁膜等を合わせて被剥離層６９とする
。なお、被剥離層６９の最上層には、保護膜が形成されていると好ましい。保護膜として
は、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、メラミン樹脂、ウ
レタン樹脂、シリコン樹脂等の樹脂材料を用いることができる。また、ベンゾシクロブテ
ン、パリレン、フレア、ポリイミドなどの有機材料、シロキサン系ポリマー等の重合によ
ってできた化合物材料、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む組成物材料が挙げら
れる。
【００９７】
このとき剥離層を選択的に形成してもよい。例えば、第１の基板１０上に格子状に形成し
たり、第１の基板１０の周囲は形成しないようにする。剥離層３０が形成されない領域が
あることにより、後に剥離層を除去しても、被剥離層６９がばらばらになることがなく、
その後の移動に便利である。これは剥離層を除去しても剥離層３０が形成されない領域で
、被剥離層６９と第１の基板１０とが一体化されているためである。
【００９８】
また、薄膜トランジスタが有する半導体膜に対して、加熱処理を行う場合、剥離層３０へ
その影響があると考えられる。例えば、加熱炉を用いる場合や、レーザー照射、特に５３
２ｎｍの波長を用いる場合、剥離層３０までそのエネルギーが到達することがある。その
結果、剥離層３０の状態に変化が生じ、例えば結晶化されることがある。このような剥離
層３０の結晶化状態によっても、反応速度を制御することができる。
【００９９】
一方、剥離層３０へレーザーによるエネルギーを到達させないように、下地絶縁膜の構造
を選択することもできる。例えば、下地絶縁膜の材料、膜厚、積層順を選択することによ
り、レーザーエネルギーが到達しなくなる。
【０１００】
また薄膜トランジスタが有する半導体膜は、シリコンウェハから形成されるチップと比べ
て多くの水素を有する。具体的には、水素を１×１０19～１×１０22／ｃｍ3、好ましく
は１×１０19～５×１０20／ｃｍ3有するように形成することができる。この水素により
、半導体膜中の欠陥を緩和する、所謂欠陥のターミネート効果を奏することができる。加
えて水素により、チップが有する論理回路等の柔軟性を高めることができる。
【０１０１】
さらに、パターニングされた半導体膜がチップにおいて占める面積の割合を、１～３０％
とすることで、曲げ応力による薄膜トランジスタの破壊や剥がれを防止することができる
。このように、薄膜トランジスタを用いてチップを形成すると、好ましい。
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【０１０２】
その後、チップ間において、被剥離層６９に溝３２を形成する。溝３２は、ダイシング、
スクライビング又はマスクを利用したエッチング等によって形成することができる。溝の
形状は、円状（所謂穴に相当）、矩形状（所謂スリットに相当）等とすることができるが
、これに限定されない。例えば、溝の幅を異ならせてもよい。具体的には、上方から見た
とき、チップ上に形成される溝の幅より、チップ間の上に形成される溝の幅を狭くする。
その結果、チップ間の切断をしやすくすることができる。
【０１０３】
ダイシングの場合には、ダイシング装置（ダイサー）を用いるブレードダイシング法が一
般的である。ブレードとは、ダイヤモンド砥粒を埋め込んだ砥石で、その幅は約３０～５
０μｍであり、このブレードを高速回転させることにより、被剥離層６９の一部を分離す
る。スクライビングの場合には、ダイヤモンドスクライビング法とレーザスクライビング
法等がある。エッチングの場合には、露光、現像工程によりマスクパターンを形成し、ド
ライエッチング、ウェットエッチング等により溝３２を形成することができる。ドライエ
ッチングにおいては、大気圧プラズマ法を用いてもよい。
【０１０４】
なお溝３２は必ずしも、チップ間に形成する必要はなく、薄膜トランジスタ間に形成して
もよい。またチップ間の溝と、薄膜トランジスタ間の溝とを合わせて使用してもよい。そ
の結果、剥離層３０の除去に要する時間を短縮することができる。
【０１０５】
このような第１の基板に、第２の基板３３を貼り合わせる。このとき、絶縁膜７０の接着
性により貼り合わせることができる。また第２の基板３３は、溝３２の位置に合わせて穴
３４が設けられている。穴３４の形状は、溝３２により決めることができ、円状（所謂穴
に相当）、矩形状（所謂スリットに相当）とすることができる。第２の基板３３としては
、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエーテルスルフォン、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリエチレンナフタレート等のプラスチック基板、ポリテトラフルオロエチレン
基板又はセラミック基板等のフィルム基板を用いることができる。
【０１０６】
この状態で、図５に示すように剥離層３０を除去する。また図５（Ａ）は上面図、図５（
Ｂ）は図５（Ａ）のｅ－ｆの断面図を示す。
【０１０７】
まず、剥離層３０を除去するエッチング剤３５を、溝３２へ導入する。エッチング剤３５
としては、フッ化ハロゲンを含む気体又は液体を使用することができる。例えばフッ化ハ
ロゲンとしてＣｌＦ3（三フッ化塩素）を使用することができる。なお、ＣｌＦ3は、塩素
を２００℃以上でフッ素と反応させることにより、Ｃｌ2（ｇ）＋３Ｆ2（ｇ）→２ＣｌＦ

3（ｇ）の過程を経て生成することができる。またＣｌＦ3は、反応空間の温度によっては
液体の場合もある（沸点１１．７５℃）。このような液体を用いたエッチングを行う場合
、フッ化ハロゲンを含む液体として、例えばＨＦを用いてウェットエッチングを採用する
こともできる。その他のフッ化ハロゲンを含む気体として、ＣｌＦ3等に窒素を混合した
ガスを用いてもよい。
【０１０８】
また、剥離層３０をエッチングし、下地膜となる絶縁膜５５、５６、５７、及びその他の
絶縁膜のいずれかもエッチングしないようなエッチング剤であれば、ＣｌＦ3に限定され
るものでなく、またフッ化ハロゲンに限定されるものでもない。例えば、ＣＦ4、ＳＦ6、
ＮＦ3、Ｆ2等のフッ素を含む気体をプラズマ化して用いることもできる。その他のエッチ
ング剤として、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド（ＴＭＡＨ）のような強ア
ルカリ溶液を用いてもよい。
【０１０９】
さらに、ＣｌＦ3等のフッ化ハロゲンを含む気体によって化学的に除去する場合、選択的
にエッチングされる材料を剥離層３０として用い、エッチングされない材料を下地膜とな
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る絶縁膜５５、５６、５７として用いるという条件に従うならば、剥離層及び下地絶縁膜
の組合せは、上記材料に限定されるものではない。
【０１１０】
本実施の形態では、複数の第１の基板１０に対して一度に処理することのできる減圧ＣＶ
Ｄ装置を用い、エッチング剤：ＣｌＦ3（三フッ化塩素）ガス、温度：３５０℃、流量：
３００ｓｃｃｍ、気圧：６Ｔｏｒｒ（７９８Ｐａ）、時間：３ｈの条件で剥離層３０を除
去する。但し本発明のエッチング条件は、これに限定されるものではない。このような、
減圧ＣＶＤ装置により、チップの生産性をより高めることができる。
【０１１１】
また減圧ＣＶＤ装置は、ガス導入管よりＣｌＦ3 ３５が導入され、排気管より不要なガス
が排気される。このとき、剥離層３０が形成されない領域があると、その領域で第１の基
板１０とチップとが一体化されているため、排気管へ吸い込まれる恐れがなく好ましい。
このように一体化されていると、その後の移動に素子が飛散することなく便利である。
【０１１２】
さらに減圧ＣＶＤ装置は加熱手段を設けてもよい。加熱手段により処理温度を１００℃～
３００℃とすると剥離層とエッチング剤の反応速度を高めることができる。その結果、エ
ッチング剤の使用量を少なくすることができ、処理時間を短縮することもできる。
【０１１３】
このように、エッチング剤３５により、剥離層３０を徐々に後退させて、第１の基板１０
を剥離することができる。
【０１１４】
なお本実施の形態で用いるＣｌＦ3は、珪素を選択的にエッチングする特性があるため、
珪素を有する剥離層３０を選択的に除去することができる。さらに下地膜となる絶縁膜５
５、５６、５７には酸素、又は窒素を有する絶縁膜を用いるため、剥離層３０との反応速
度の差が大きく、薄膜トランジスタを保護しつつ、剥離層３０を容易に除去することがで
きる。また本実施の形態では、薄膜トランジスタの上面や側面は、層間絶縁膜６７、ゲー
ト絶縁膜５８、絶縁膜７０等で覆われているため、薄膜トランジスタがエッチング剤３５
と反応することを防止できる。
【０１１５】
このように高温プロセスは第１の基板１０を用いて行い、その後第２の基板３３に転置す
ることにより、耐熱性の低い基板材料を第２の基板３３に用いることができる。
【０１１６】
剥離層３０を後退させて、第１の基板１０を剥離すると、図６に示すように配線６６が露
出する。すなわち、配線６６は半導体膜や下地膜より下の領域まで設けられているため、
露出することができる。また図６（Ａ）は上面図、図６（Ｂ）は図６（Ａ）のｅ－ｆの断
面図を示す。ここで、プローブ針８０を用いて、チップ、具体的には論理回路等の検査を
行うことができる。本発明のように開口領域６５に配線６６を形成することにより、第１
の基板１０を剥離すると、配線６６を露出することができ、このときチップに対して接触
式の検査を行うことができる。接触式の検査は、非接触式と比べて、精度が高く、検査装
置も簡便なものであるため好ましい。また本発明は、配線が露出することを特徴としてお
り必ずしもプローブ針を用いて検査を行う必要はない。例えば、露出した配線に、検査装
置に接続されたＦＰＣ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）を貼って
検査を行っても構わない。
【０１１７】
その後、チップを所望の形状に分断し、図２（Ｃ）に示すように貼り合わせ加工を施し、
両面を樹脂フィルム８１で覆い、チップを完成させる。
【０１１８】
また図７に示すように、検査と、貼り合わせ加工を一連作業として行うことができる。第
２の基板３３をローラ８５に設置し、白抜矢印方向に回転させる。このとき配線６６が露
出しているため、プローブ針８０を用いて、チップ９０の検査を行うことができる。検査
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終了後、良品と判断されたチップは、分断される。具体的には、ベルトコンベア８６の表
面に接着面を備える手段８７を設けておき、白抜矢印方向に移動させ、第２の基板３３か
らチップを剥離する。接着面を備える手段８７としては、シリコーンゴム、パーフロロエ
ラストマー、フルオンアフラス、テフロン（登録商標）（ポリテトラフルオロエチレンと
も記す）ゴム等を使用することができる。特に、パーフロロエラストマー、フルオンアフ
ラスは、耐熱性、耐薬品性の高く好ましい。このとき、接着面を備える手段８７の接着強
度は、第２の基板３３が張り合わされている接着強度より高くなるように設定する。
【０１１９】
剥離層３０が形成されない領域で、被剥離層６９と第１の基板１０とが一体化されている
場合、ローラ８５に設置したのち、第１の基板１０を剥がすとよい。このとき、簡便に剥
がせるように、剥離層３０が形成されない領域の大きさを制御する。また、第２の基板３
３に形成する穴３４を円状や矩形状とすることにより、被剥離層６９と第２の基板３３と
が一体化されており、ばらばらになることを防止できる。このように被剥離層６９がばら
ばらにならず、このように一体化されていることにより、ローラ８５への設置が簡便にな
る。
【０１２０】
その後、チップ９０は、ベルトコンベア８６に乗せられ、貼り合わせ加工を施すことがで
きる。
【０１２１】
このように、チップの検査、貼り合わせ加工を一連作業で行うことにより、生産性を高め
ることができる。また接触式の検査は、非接触式と比べて、精度が高く、検査装置も簡便
なものであるため好ましい。
【０１２２】
また、剥離された第１の基板１０、第２の基板３３は再利用することができる。その結果
、チップの低コスト化を達成することができる。再利用する場合、溝３２を形成するため
のダイシングやスクライビング等において、第１の基板１０に傷が生成されないように制
御するのが望ましい。しかし、傷が生成された場合であっても、塗布法や液滴吐出法によ
って有機樹脂や無機膜を形成し、平坦化処理を行なうことができる。なお液滴吐出法とは
、導電膜や絶縁膜などの材料が混入された組成物の液滴（ドットとも表記する）を選択的
に吐出（噴出）する方法であり、その方式によっては、インクジェット法とも呼ばれる。
【０１２３】
また第２の基板３３を用いずに、チップを形成する場合を説明する。図８（Ａ）に示すよ
うに、絶縁膜７０を形成した後、溝３２を形成し、エッチング剤３５を導入する。そして
剥離層３０を後退させて、第１の基板１０を剥離する。なお絶縁膜７０の具体的な材料と
して、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、メラミン樹脂、
ウレタン樹脂、シリコン樹脂等の樹脂材料を用いることができる。また、ベンゾシクロブ
テン、パリレン、フレア、ポリイミドなどの有機材料、シロキサン系ポリマー等の重合に
よってできた化合物材料、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む組成物材料が挙げ
られる。
【０１２４】
そして第１の基板１０を剥離すると、図８（Ｂ）に示すように配線６６が露出する。そこ
で、プローブ針８０を用いて、接触式の検査を行うことができる。
【０１２５】
その後、図８（Ｃ）に示すように、貼り合わせ加工を施し、両面を樹脂フィルム８１で覆
い、チップを完成させる。
【０１２６】
このように、第２の基板３３を用いずにチップを形成すると、溝３２と、穴３４との位置
あわせの制約がなく好ましい。
【０１２７】
さらに第２の基板３３を用いずに第１の基板を剥離する場合、ローラに絶縁膜７０を粘着
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させ、ローラの回転力を用いて第１の基板を剥離することができる。
【０１２８】
また第２の基板３３を用いない場合であっても、溝３２の形状によって、絶縁膜７０によ
り被剥離層６９全体が一体化されている。そのため、図７に示すような、検査と、貼り合
わせ加工を一連作業として行うことができる。
【０１２９】
このように完成されたチップにおいて、貼り合わせ加工を施す前に、その側面の周囲に、
エポキシ樹脂等の有機樹脂を充填してもよい。その結果、チップは、貼り合わせ加工前で
あっても、外部から保護され、持ち運びしやすい形態となる。
【０１３０】
このような無線チップは、アンテナを一体形成する場合に限定されず、アンテナを外付け
して実装してもよい。この場合、配線６６又は導電膜６８と接続するようにバンプを設け
、外付けするアンテナをバンプに接続すればよい。またさらに、露出された配線を介して
、アンテナを外付けしてもよい。
【０１３１】
本発明のチップは、第３の基板７２、つまりフレキシブル基板上に形成されている。また
０．２μｍ以下、代表的には４０ｎｍ～１７０ｎｍ、好ましくは５０ｎｍ～１５０ｎｍの
膜厚の半導体膜を能動領域として有する。そのため、軽量化、薄型化を高めることができ
る。その結果、実装させる商品のデザイン性を損ねることがない。またフレキシブル性に
富むため、チップの耐衝撃性を高めることができる。また曲面や異形形状な商品にチップ
を実装することができる。
【０１３２】
なお本実施の形態において、第３の基板７２を転置体とした場合を示したが、これに限定
されない。例えば、第３の基板の代わりに、直接商品へ転置することも可能である。例え
ば、ラベル紙やタグ台紙に直接転置し、チップが実装された商品ラベルやタグを作製する
ことができることは、上記実施の形態１と同様である。
【０１３３】
このような剥離方法を用いることより、大型基板に多数チップを形成する場合であっても
、全面に剥離でき、歩留まりよく、チップを形成することができる。
【０１３４】
なお本発明は、チップ完成前に、接触式の検査を行うことができればよく、チップの作製
方法、特に剥離方法には限定されない。但し本実施の形態のような剥離方法を用いること
により、ＴＦＴ完成後にレーザー照射することがないため、ＴＦＴ等に負荷をかけること
がなく好ましい。また本実施の形態のような剥離方法では、第１の基板１０、第２の基板
等を再利用することができるため好ましい。その結果、更に安価なフィルム基板を使用す
るためコストを抑えたチップを提供することができる。
【０１３５】
さらにこのような矩形上の基板からチップを形成する場合、円形のシリコンウェハからチ
ップを取り出す場合と比較して、母体基板形状に制約がない。そのため、チップの生産性
を高め、大量生産を行うことができる。
【０１３６】
例えば、直径１２インチのシリコンウェハを用いた場合と、７３０×９２０ｍｍ2のガラ
ス基板を用いた場合とで取り数等を比較する。前者のシリコン基板の面積は約７３０００
ｍｍ2であるが、後者のガラス基板の面積は約６７２０００ｍｍ2であり、ガラス基板はシ
リコン基板の約９．２倍に相当する。後者のガラス基板の面積は約６７２０００ｍｍ2で
は、基板の分断により消費される面積を無視すると、１ｍｍ四方のチップが約６７２００
０個形成できる計算になり、該個数はシリコン基板の約９．２倍の数に相当する。そして
チップの量産化を行なうための設備投資は、７３０×９２０ｍｍ2のガラス基板を用いた
場合の方が直径１２インチのシリコン基板を用いた場合よりも工程数が少なくて済むため
、額を３分の１で済ませることができる。
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【０１３７】
その結果、チップのコストを削減できる。単価が非常に低いチップは、単価コストの削減
により非常に大きな利益を生むことができる。
【０１３８】
また本発明のチップは、シリコンウェハから形成されるチップと比較して、電波吸収の心
配がなく、高感度な信号の受信を行なうことができる。
【０１３９】
さらに本発明のチップは、シリコンウェハを有さないため、透光性を有することができる
。その結果、実装品の印字面に実装しても、デザイン性を損ねることがない。
【０１４０】
本発明の無線チップは、アンテナにより電力、又は信号を得ることができる。
アンテナが実装されている本発明の無線チップは、非接触型チップと呼ぶことができる。
なお、アンテナは実装せずに、接続端子を形成した接触型チップ、非接触型及び接触型と
が混在したハイブリッド型チップがあるが、本実施の形態で示した接触式の検査方法は、
非接触型チップ以外の、接触型チップ、及びハイブリッド型チップのいずれにも適用する
ことができる。
【０１４１】
　（実施の形態３）
本実施の形態では、上記実施の形態を組み合わせた方法により、チップを作製する工程に
ついて説明する。
【０１４２】
例えば、剥離層３０に金属膜、及び珪素を有する膜を積層して用いることができる。その
結果、両者の剥離条件のいずれかを満たせばよいこととなり、プロセスマージンを広げる
ことができる。
【０１４３】
また、剥離層３０に金属膜を用い、ダイシング等により溝３２を形成する。そして、溝に
金属膜のみをエッチングするエッチング剤を導入して、第１の基板１０を剥離することが
できる。
【０１４４】
このように、実施の形態１と実施の形態２とは自由に組み合わせることができる。
【０１４５】
（実施の形態４）
本実施の形態では、上記実施の形態で示した薄膜トランジスタと異なる構成の薄膜トラン
ジスタについて詳述する。
【０１４６】
薄膜トランジスタの構成は、上記実施の形態で示したように半導体膜上にゲート電極６２
、６４が設けられたトップゲート型以外に、半導体膜を挟んで上下にゲート電極（上部ゲ
ート電極、及び下部ゲート電極と表記する）が設けられたデュアルゲート型を用いること
ができる。本実施の形態では、接着剤７３を介して第３の基板７２に貼り付けられたデュ
アルゲート型の薄膜トランジスタの構成を、図９を用いて説明する。
【０１４７】
まず、下部ゲート電極９１として機能する導電膜を形成する。導電膜は、金属又は一導電
型の不純物を添加した多結晶半導体で形成することができる。金属を用いる場合は、タン
グステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、アルミニウ
ム（Ａｌ）などを用いることができる。下部ゲート電極９１は、マスク、例えばレジスト
マスクを用いて、所定の形状にエッチングする。このとき、微細な下部ゲート電極を形成
するため、酸素プラズマにより細められたレジストマスクを用いてエッチングしてもよい
。
【０１４８】
そして、下地膜として機能する絶縁膜を形成する。本実施の形態では、窒素を有する酸化
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珪素膜（ＳｉＯＮ）５５、酸素を有する窒化珪素膜（ＳｉＮＯ）５６、窒素を有する酸化
珪素膜（ＳｉＯＮ）５７を順に積層するが、これに限定されない。例えば、酸素を有する
窒化珪素膜（ＳｉＮＯ）からなる単層構造を用いてもよい。下地膜により、第３の基板７
２や接着剤７３からの不純物、下部ゲート電極９１からの金属の、半導体膜への拡散を防
止することができる。
【０１４９】
次に、所定の形状を有する半導体膜、半導体膜を覆って設けられたゲート絶縁膜５８、上
部ゲート電極６２、６４として機能する導電膜を順に設ける。これらの材料や作製方法は
、上記実施の形態を参照することができる。
【０１５０】
なお、上部ゲート電極６２、６４を所定の形状にパターニングするためのレジストマスク
を形成する。このとき、下部ゲート電極９１を用いた裏面露光により所定の形状を有する
レジストマスクを形成することができる。そして、当該レジストマスクを用いて、パター
ニングすることができる。このように、下部ゲート電極を用いてレジストマスクを露光す
ることにより、上部ゲート電極の位置合わせの制約を緩和することができる。
【０１５１】
なお、上記実施の形態に示したように、上部ゲート電極６２、６４を積層構造とする場合
、上部ゲート電極の下層電極をパターニングするときに、下部ゲート電極９１を用いて露
光されたレジストマスクを用いる。その後、上層電極を形成する。
【０１５２】
その後、上部ゲート電極６２、６４を用いて、半導体膜に不純物元素を添加する。このと
き、上記実施の形態のようにサイドウォールとして機能する絶縁物を設け、低濃度不純物
領域の大きさ等を制御することができる。
【０１５３】
また上部ゲート電極６２、６４を積層構造とする場合、上層電極を用いて、低濃度不純物
領域を形成することができる。このとき、低濃度不純物領域は、下層電極と重なるため、
ＧＯＬＤ構造となる。
【０１５４】
そして、下部ゲート電極９１と、上部ゲート電極６２、６４を別に制御するため、それぞ
れに配線を接続する。まず、下部ゲート電極９１に接続される配線を設けるため、上部ゲ
ート電極６２、６４の一部を除去してコンタクトホールを形成する。上部ゲート電極６２
、６４が下層電極と、上層電極との積層構造の場合、下層電極の一部を除去する。
【０１５５】
なお下部ゲート電極９１と、上部ゲート電極６２、６４とを同じように制御する場合、上
記のように上部ゲート電極６２、６４の一部を除去する必要はない。下部ゲート電極９１
上に設けられるゲート絶縁膜５８にコンタクトホールを形成し、当該コンタクトホールに
直接上部ゲート電極６２、６４を形成すればよい。
【０１５６】
その後、ゲート電極を覆って、絶縁膜５９、６７を形成する。絶縁膜５９、６７は、無機
材料、又は有機材料から形成することができる。また上記実施の形態に示すように絶縁膜
５９以外の絶縁膜を積層してもよい。また絶縁膜６７によって、平坦性を高める場合、絶
縁膜６７は有機材料を用いると好ましい。
【０１５７】
その後、絶縁膜５９、６７、ゲート絶縁膜４７に開口領域を形成し、不純物領域と接続す
る配線６６として機能する導電膜を形成する。その後、配線６６を覆って絶縁膜９３を設
けることができる。絶縁膜９３は、無機材料又は有機材料から形成することができる。ま
た積層構造であっても、単層構造であってもよい。
【０１５８】
このとき、開口領域の一部は、下部ゲート電極９１と同一層までエッチングする。そのた
め、第１の基板１０を剥離後、配線６６が露出し、接触式の検査を行うことができる。
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【０１５９】
配線６６に、さらに接続される導電膜６８を形成してもよい。アンテナは、配線６６、又
は導電膜６８を用いて、形成することができる。
【０１６０】
このようにして下部ゲート電極９１を有するデュアルゲート型の薄膜トランジスタを、チ
ップの論理回路に適用することができる。下部ゲート電極９１は、上部ゲート電極６２、
６４と別に制御することができる。そのため、ゲート電極が微細な薄膜トランジスタを形
成する場合、上部ゲート電極にオフとなる信号を入力するときに電流が流れてしまうこと
があっても、下部ゲート電極９１を制御することにより、正確にオフ状態とすることがで
きる。その結果、低消費電力化を図ることができる。
【０１６１】
具体的には、Ｎ型の薄膜トランジスタ３６をデュアルゲート型とする場合、下部ゲート電
極９１に対する負のバイアス電圧の印加は、しきい値電圧を高めることによって、リーク
電流を減少させることができる。また、正のバイアス電圧の印加は、しきい値電圧を下げ
ることによって、チャネル形成領域に電流が流れやすくすることができる。従って、デュ
アルゲート型の薄膜トランジスタは、より高速化、若しくはより低電圧で動作することが
できる。
【０１６２】
本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１６３】
（実施の形態５）
本実施の形態では、上記実施の形態と異なるＴＦＴの構成について説明する。
【０１６４】
図１０は、半導体膜下方にゲート電極を有するボトムゲート型の薄膜トランジスタを示す
。なお本実施の形態において、接着剤７３を介して第３の基板７２に貼り付けられた状態
のボトムゲート型の薄膜トランジスタを説明する。
【０１６５】
接着剤７３を介して第３の基板７２に貼り付けられたボトムゲート型薄膜トランジスタは
、下地膜上にゲート電極３０４として機能する導電膜が設けられている。本実施の形態で
は、下地膜として、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）５５、酸素を有する窒化珪素膜
（ＳｉＮＯ）５６、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）５７を順に積層するが、これに
限定されない。例えば、酸素を有する窒化珪素膜（ＳｉＮＯ）からなる単層構造を用いて
もよい。
【０１６６】
ゲート電極３０４は、単層構造であっても、積層構造であってもよく、Ｔａ、Ｗ、Ｔｉ、
Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料もしくは化
合物材料で形成することができる。なお、その後の工程において加熱処理を施す場合、Ｗ
のように、耐熱性の高い材料を用いるとよい。さらには耐熱性を高めるため陽極酸化法を
用いて、ゲート電極３０４の周りに絶縁物を形成してもよい。
【０１６７】
その後、ゲート絶縁膜５８として機能する絶縁膜、半導体膜を形成する。半導体膜は、非
晶質半導体、ＳＡＳを用いると好ましいが、結晶性半導体膜を用いてもよい。例えば非晶
質半導体膜を形成後、加熱処理を施し結晶性半導体膜を形成することができる。このとき
、ゲート電極の耐熱性を考慮する必要がある。
【０１６８】
その後半導体膜上に、チャネル保護膜３０９として機能する絶縁膜を形成する。チャネル
保護膜３０９により、半導体膜がエッチングされることを防止することができ好ましいが
、必ずしもチャネル保護膜３０９は必要ではない。
【０１６９】
その後、これらを覆って絶縁膜３０５を形成する。絶縁膜３０５は無機材料、又は有機材
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料から形成することができる。本実施の形態では、半導体膜への不純物等汚染を防止する
ことを考え、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）を用いて絶縁膜３０５を形成する。
【０１７０】
そして、半導体膜に接続する配線６６を形成するため、開口領域を形成する。本実施の形
態では、一方の配線６６のみを形成する。このとき、開口領域の一部は、下地膜までエッ
チングする。そのため、第１の基板１０を剥離後、配線６６が露出し、接触式の検査を行
うことができる。
【０１７１】
またコンタクト抵抗を下げるため、ｎ型を有する半導体膜を、配線６６と、半導体膜との
接続箇所に設けてもよい。
【０１７２】
その後、絶縁膜６７を設ける。絶縁膜６７は、無機材料、又は有機材料から形成すること
ができる。平坦性を高めるためには有機材料を用いるとよい。
【０１７３】
そして他方の配線６６を形成するため、絶縁膜６７、３０５に開口領域を形成する。この
とき、開口領域の一部を、下地膜までエッチングすることができる。その結果、第１の基
板１０を剥離後、配線６６が露出し、接触式の検査を行うことができる。
【０１７４】
その後、配線６６、絶縁膜６７を覆うように、絶縁膜９３を形成する。絶縁膜９３は、無
機材料、又は有機材料から形成することができるが、不純物等の汚染を防止することを考
え、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）を用いて絶縁膜９３を形成する。
【０１７５】
このような構造を有するボトムゲート型薄膜トランジスタを、チップの論理回路に適用す
ることができる。
【０１７６】
なお、チップの論理回路に用いられる薄膜トランジスタは、上記実施の形態のようなトッ
プゲート型、デュアルゲート型であっても、ボトムゲート型であってもよい。またトップ
ゲート型と、ボトムゲート型、デュアルゲート型をそれぞれ組み合わせて用いてもよい。
【０１７７】
本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１７８】
（実施の形態６）
本実施の形態では、多層配線構造について説明する。
【０１７９】
チップのように小さな面積に、論理回路を形成する場合、回路同士、薄膜トランジスタ同
士を接続する配線を多層構造とすると集積化でき、好ましい。本実施の形態では、トップ
ゲート型の薄膜トランジスタを用いて、多層配線構造について説明する。
【０１８０】
図１１には、配線６６と接続される配線４２、配線４２に接続される配線４５が積層され
る薄膜トランジスタを示す。配線６６、４２、４５の材料は、上記実施の形態と同様に、
アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）もし
くはシリコン（Ｓｉ）の元素からなる膜又はこれらの元素を用いた合金膜を用いればよい
。
【０１８１】
このとき、配線間に設けられる絶縁膜は、無機材料、又は有機材料から形成することがで
き、絶縁膜単層構造であっても、積層構造であってもよいが、好ましくは無機材料と、有
機材料の積層構造とするとよい。本実施の形態では、配線６６、配線４２間に設けられる
絶縁膜４０に、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）を用い、絶縁膜４１にシロキサンを
用いることができる。これら無機材料により、不純物等の汚染防止をはかり、有機材料に
より平坦性を高めることができる。同様に、配線４２、配線４５間に設けられる絶縁膜４
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３に、窒素を有する酸化珪素膜（ＳｉＯＮ）を用い、絶縁膜４４にシロキサンを用いるこ
とができる。
【０１８２】
このような積層構造を有する絶縁膜の構成は、多層配線構造に好適である。
【０１８３】
本実施の形態は、上記実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１８４】
（実施の形態７）
本実施の形態では、積層された薄膜トランジスタ構造について説明する。
【０１８５】
第１の基板１０を剥離後、配線６６が露出するため、これらを積層することが簡便となる
。例えば、図１２には、薄膜トランジスタ３６、３７を３つ積層した構造を示す。各層の
薄膜トランジスタを３６（１）、３６（２）、３６（３）、及び３７（１）、３７（２）
、３７（３）とし、それぞれの配線を６６（１）、６６（２）、６６（３）とする。
【０１８６】
接触式の検査を得て、論理回路に分断された薄膜トランジスタは、配線６６を介して積層
される。このとき、配線６６が露出しているため、接続するためのバンプ、ワイヤボンデ
ィングを不要とすることができる。
【０１８７】
そのため、上部の薄膜トランジスタに向けて、論理回路領域を小さくする必要がなく、高
集積化を達成することができる。
【０１８８】
また第３の層には、配線６６（３）と接続される導電膜６８を形成する。導電膜６８はア
ンテナとして機能することができる。なお導電膜６８は第３の層に形成することに限定さ
れず、第１の層、第２の層に形成してもよい。
【０１８９】
このように配線６６を露出することにより、積層された薄膜トランジスタを簡便に作製す
ることができる。
【０１９０】
このような積層された薄膜トランジスタ構造は、各層にセンサー機能を持たせ、複合セン
サー装置に適用できる。例えば、第１層目の薄膜トランジスタを用いて圧力センサーを形
成し、第２層目の薄膜トランジスタを用いて温度センサーを形成し、第３層目の薄膜トラ
ンジスタを用いてフォトセンサーを形成することができる。
【０１９１】
特に多層配線構造で示したように、配線６６に接して形成される絶縁膜には、無機材料と
有機材料とが積層した構造を用いるとよい。
【０１９２】
またさらに、露出された配線を介して、アンテナを貼り付けてもよい。
【０１９３】
本実施の形態は、上記実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１９４】
（実施の形態８）
本実施の形態では、貼り合わせ加工された無線チップの断面図について説明する。
【０１９５】
無線チップは、アンテナより電源を供給するため、電源の安定化が難しく、消費電力を極
力抑制することが必要である。仮に、消費電力が増加すると、電磁波を入力する必要があ
るため、リーダライタの消費電力の増加、他の装置や人体への悪影響、無線チップとリー
ダライタとの通信距離に制約が生じるなどの不都合が生じる。
【０１９６】
そこで、本実施の形態では、消費電力を抑制することが可能とするため、デュアルゲート
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構造の薄膜トランジスタを用いて無線チップを形成することを特徴とする。
【０１９７】
図１３には、下部ゲート電極９１と上部ゲート電極６２を含むＮ型の薄膜トランジスタ３
６と、下部ゲート電極９１と上部ゲート電極６４を含むＰ型の薄膜トランジスタ３７を示
す。
【０１９８】
また無線チップに対して貼り合わせ加工を行って、論理回路等を構成する薄膜トランジス
タを、第１の基体５３と第２の基体５４により封止する。このようにして、第１の基体５
３と第２の基体５４により封止された無線チップが完成する。
【０１９９】
上記の通り、下部ゲート電極９１に印加するバイアス電圧を制御することで、薄膜トラン
ジスタ３６、３７のしきい値電圧を変えて、リーク電流を減少させ、その結果、無線チッ
プ自体の消費電力を抑制することができる。従って、暗号処理などの複雑な処理を行って
も、電源が不安定になることがなく、電源の安定化を実現する。また、電磁波を入力する
必要がなく、リーダライタとの通信距離を改善することができる。なお、バイアス電圧の
印加は、専用の制御回路を設けて、アンテナを介した電源の状態によって切り換えるとよ
い。
【０２００】
なおデュアルゲート構造の薄膜トランジスタを用いる場合を説明したが、図１４に示すよ
うに、シングルゲート構造の薄膜トランジスタを用いてもよい。図１４には、シングルゲ
ート構造のＮ型の薄膜トランジスタ３６、及びＰ型の薄膜トランジスタ３７を示す。
【０２０１】
なお図１４において、薄膜トランジスタ、アンテナ、及び保護層までの厚みは、２０μｍ
～４０μｍであり、第１の基体５３及び第２の基体５４のそれぞれの膜厚は、１５μｍ～
３５μｍである。
【０２０２】
本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０２０３】
なお接触型チップの場合、図１３、図１４において、アンテナを形成しない構成とすれば
よい。但し、接触型チップは、接続端子を露出しておくため、貼り合わせ加工のとき、そ
の領域を開口しておく。
【０２０４】
（実施の形態９）
本発明のチップの用途は広範にわたり、あらゆる商品に実装することができる。例えば、
紙幣、硬貨、有価証券類、無記名債券類、証書類（運転免許証や住民票等、図１５（Ａ）
参照）、包装用容器類（包装紙やボトル等、図１５（Ｂ）参照）、記録媒体（ＤＶＤソフ
トやビデオテープ等、図１５（Ｃ）参照）、乗物類（自転車等、図１５（Ｄ）参照）、装
身具（鞄や眼鏡等、図１５（Ｅ）参照）、食品類、衣類、生活用品類、電子機器等に貼り
付けて使用することができる。電子機器とは、液晶表示装置、ＥＬ表示装置、テレビジョ
ン装置（単にテレビ、テレビ受像機、テレビジョン受像機とも呼ぶ）、コンピュータ、及
び携帯電話機等を指す。このように電子機器に貼り付ける場合、チップにより電子機器の
機能を補助することができる。特にコンピュータや携帯電話機にチップを貼り付ける場合
、メモリ機能の補助をすることができる。このようなチップであって、無線通信を行うも
のを無線メモリと呼ぶ。またこのようなチップは、コンピュータや携帯電話機に差し込ん
で使用するため、接続端子を有する接触型であってもよい。
【０２０５】
チップは、商品の表面に貼ったり、商品に埋め込んだりして、商品に固定することができ
る。例えば、本なら表紙の厚紙に埋め込んだり、有機樹脂からなるパッケージなら当該有
機樹脂に埋め込んだりする。また、紙幣、硬貨、有価証券類、無記名債券類、証書類等な
ら、表面に貼り付けたり、埋め込んだりする。上記に挙げた商品のうち、例えば、包装用
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ることにより、検品システムやレンタル店のシステムなどの効率化を図ることができる。
このように商品に埋め込む場合、無線通信を行う無線チップを用いると好ましい。
【０２０６】
また、チップを、物の管理や流通のシステムに応用することで、システムの高機能化を図
ることができる。例えば、表示部２９４を含む携帯端末の側面にリーダライタ２９５を設
けて、商品２９７の側面にチップ２９６を設ける場合が挙げられる（図１６（Ａ）参照）
。この場合、リーダライタ２９５にチップ２９６をかざすと、表示部２９４に商品２９７
の原材料や原産地、流通過程の履歴等の情報が表示されるシステムになっている。また、
別の例として、ベルトコンベアの脇にリーダライタ２９５を設ける場合が挙げられる（図
１６（Ｂ）参照）。この場合、商品２９７には、チップが実装されたラベルが貼られてお
り、の検品を簡単に行うことができる。このようにリーダライタにかざす場合、無線通信
を行う無線チップを使用する。
【０２０７】
またさらに、チップは動物の管理にも使用することができる。例えば、家畜等にチップを
埋め込み、健康状態等を管理することができる。またペットの首輪等にチップを貼り付け
、迷子のときの現在地を把握することもできる。このような動物管理に用いる場合、無線
通信を行う無線チップを使用する。
【０２０８】
また医療にチップを用いることができる。このようなチップは、無線通信を行う無線チッ
プを用いると好ましい。医療に用いる無線チップを医療用無線チップと呼ぶ。
【０２０９】
また接触型チップは、カードに搭載することができる。また、集積回路（ＬＳＩ）の機能
を補助するため、端子を介して接触型チップを実装してもよい。
【０２１０】
本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２１１】
【図１】本発明のチップの作製工程を示した図である
【図２】本発明のチップの作製工程を示した図である
【図３】本発明のチップの作製工程を示した図である
【図４】本発明のチップの作製工程を示した図である
【図５】本発明のチップの作製工程を示した図である
【図６】本発明のチップの作製工程を示した図である
【図７】本発明のチップの検査工程を示した図である
【図８】本発明のチップの作製工程を示した図である
【図９】本発明のチップが有する薄膜トランジスタの構成を示した図である
【図１０】本発明のチップが有する薄膜トランジスタの構成を示した図である
【図１１】本発明のチップが有する薄膜トランジスタの構成を示した図である
【図１２】本発明の薄膜トランジスタを積層した構成を示した図である
【図１３】本発明のチップの断面を示した図である
【図１４】本発明のチップの断面を示した図である
【図１５】本発明のチップを実装した商品を示した図である
【図１６】本発明のチップを実装した商品を示した図である
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